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 現⾏の総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画の３層で構成したが、まちづくりにおける基本的な姿勢とその実現に向けて取り組む施策を
⼀体的に⽰すことで、そのつながりを明確にし、わかりやすい計画とするため「⻑期ビジョン（基本構想）」と「アクションプラン」の２層構造とします。

 現⾏の総合計画の「基本構想」と「基本計画」が、それぞれ次期総合計画の「⻑期ビジョン（基本構想）」と「アクションプラン」に該当します。
 現⾏の総合計画では、実施計画を毎年⾒直していますが、次期総合計画ではアクションプランに位置づける重点事業を毎年⾒直すこととします。

１．前期アクションプランの策定⽅針

基本構想

基本計画

実施計画

⻑期的な展望に⽴ってまちづくりを
進めるための最⾼指針

将来都市像を具体化するための
⽅策をまとめたもの

基本計画に⽰された施策を計画
的かつ効率的に推進するための具
体的な事業を定めたもの

⻑期ビジョン（基本構想）

アクションプラン

ミッション・ビジョン・バリューのフレー
ムで市の⻑期的な⽅向性を⽰す
最⾼指針

現⾏の総合計画の構成 次期総合計画の構成

⻑期ビジョンを具体化するための
⽅策をまとめたもの

重点事業は毎年⾒直し毎年⾒直し

次期総合計画の全体像
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前期アクションプランの概要

【前期アクションプラン】

【⻑期ビジョン（基本構想）】

ミッション
（使命・存在意義）

ビジョン
（あるべき姿、未来像）

バリュー
（⾏動指針、価値観）

市が推進するべき取組を具体化

 アクションプランでは、地区ごとに特徴を捉え、まちづくりの⽅向性を「地区別計画」として⽰すとともに、⻑期ビジョン（基本構想）の⽅向性に沿った具体
的な施策を掲げます。

 アクションプランでは、政策ごとに市が重点的に推進するべき取組を「重点施策」として設定し、このうち伊勢崎市版総合戦略や市⻑マニフェストに関する
事業等を「重点プロジェクト」としてパッケージ化します。

 今回は、前期アクションプラン（計画期間：令和７年度〜令和１１年度）を策定します。

重点プロジェクト

→市政にとって特に重要であり、
優先的に取り組むべき事項
（総合戦略や市⻑マニフェス
トに関連する事業等を位置付
ける予定）

１．前期アクションプランの策定⽅針

重点施策

→伊勢崎市将来ビジョン及び政
策のゴールを実現するための具
体的な⽅策

※重点的に推進する必要がある
取組を位置づける

地区別計画

→地区の地域資源・特徴等を整
理し、地域づくりの⽅向性を⽰
すもの
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１．前期アクションプランの策定⽅針

重点施策（案）の協議
（施策体系の検討）

重点プロジェクト⾻⼦（案）の協議

重点施策ページ（案）・地区別計画ページ（案）の協議
重点プロジェクト⾻⼦の内容について協議

前期アクションプランに係るパブリックコメント⼿続（10⽉〜11⽉頃）

1

2

3

4

完成

 アクションプランの策定については、以下の⼿順で進めていきます。

本⽇

4⽉

8、10⽉

12⽉5

策定スケジュール
審議会
開催時期



4

えがお咲く未来へ 持続可能な共⽣都市 いせさき

⼦育て・教育 健康・福祉 産業・観光・⽂化 まちづくり 安⼼安全 環境 共⽣・共創・⾏財政

重点施策 重点施策 重点施策 重点施策 重点施策 重点施策 重点施策

重点プロジェクト

伊勢崎市将来ビジョン

政策

【⻑期ビジョン（基本構想）】※共⽣・共創・⾏財政政策は全ての政策を横断的に下⽀えする政策として位置付けます。

【アクションプラン】

 重点施策は、以下の体系イメージのとおり整理されます。

施策の展開⽅針
重点事業

施策の展開⽅針
重点事業

施策の展開⽅針
重点事業

施策の展開⽅針
重点事業

施策の展開⽅針
重点事業

施策の展開⽅針
重点事業

施策の展開⽅針
重点事業

１．前期アクションプランの策定⽅針
重点施策（案）の協議
重点施策は「伊勢崎市将来ビジョン」及び「政策のゴール」を実現するための取組です。事務局が作成した重点施策（案）について、本⽇協議していただ

きます。

（体系イメージ）
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政策 重点施策 施策の展開の⽅針 重点事業
重点プロジェクト

総合戦略
■■プロジェクト

●●プロジェクト ▲▲プロジェクト
政策① 重点施策① 施策の展開⽅針① 重点事業① 〇

重点事業② 〇
施策の展開⽅針② 重点事業① 〇

重点施策② 施策の展開⽅針① 重点事業① 〇 〇
重点事業② 〇

１．前期アクションプランの策定⽅針

 重点プロジェクトは、以下の掲載イメージのとおり整理されます。
（掲載イメージ）

重点プロジェクト⾻⼦（案）の協議

政策 重点施策
SDGs 17のゴール

政策① 重点施策① 〇 〇
重点施策② 〇 〇
重点施策③ 〇 〇
重点施策④ 〇 〇

 アクションプランでは、重点施策とともにSDGsを推進することとし、重点施策とSDGsの17のゴールの対応関係も分かりやすく整理します。
（掲載イメージ）

重点プロジェクトは市政にとって特に重要であり、優先的に取り組むべき事項で、伊勢崎市版総合戦略や市⻑マニフェストに関する事業等を「重点プロ
ジェクト」としてパッケージ化します。事務局が作成する重点プロジェクト⾻⼦（案）については、4⽉に協議していただく予定です。

※SDGsの⽬標達成に向けた進捗状況を計測するため、伊勢崎市独⾃のローカル指標を設定する予定です
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 現⾏の第２次総合計画は、現状と課題、施策の基本⽅針、施策の展開、まちづくりの指標（成果指標）、関連計画を掲載しています。
 第３次総合計画では、施策の展開⽅針、重点事業、KPI（成果指標）などの掲載を想定しています。掲載項⽬については、今後決定します。

１．前期アクションプランの策定⽅針
重点施策ページ（案）の協議

第２次総合計画施策ページ 第３次総合計画重点施策ページ
掲載イメージ

現状と課題

施策の基本⽅針

施策の展開

まちづくりの指標
（成果指標）

関連計画

施策
重点施策

施策の展開⽅針

重点事業

KPI（成果指標）

重点施策ページは各重点施策毎に作成します。事務局が作成する重点施策ページ（案）については、8⽉及び9⽉に協議していただく予定です。

※SDGsのローカル指標の掲載⽅法を検討中
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 地区別計画には、地理的特徴・地域資源・地域活動、データでみる地域の現状、地域の強み・課題、地域づくりの⽅向性などの掲載を予定していま
す。掲載項⽬については、今後決定します。

１．前期アクションプランの策定⽅針
地区別計画（案）の協議
地区別計画は、伊勢崎地区、⾚堀地区、東地区、境地区の４地区について、地区毎に作成します。事務局が作成する地区別計画（案）については、

8⽉及び10⽉に協議していただく予定です

地区別計画の掲載イメージ


